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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
農
業
災
害
補
償
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　
　

一

〇
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
宮
城
県
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
農
業
振
興
課
）　
　

三

訓　

令　

甲

〇
卸
売
市
場
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
食
産
業
振
興
課
）　
　

五

規　
　
　

則

　

農
業
災
害
補
償
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
八
号

　
　
　

農
業
災
害
補
償
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

農
業
災
害
補
償
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

農
業
保
険
法
施
行
細
則

　

第
一
条
中
「
農
業
災
害
補
償
法
（
」
を
「
農
業
保
険
法
（
」
に
、「
農
業
災
害
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政

令
第
二
百
九
十
九
号
」
を
「
農
業
保
険
法
施
行
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
六
十
三
号
」
に
、「
農
業
災
害
補
償

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
農
林
省
令
第
九
十
五
号
」
を
「
農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省

令
第
六
十
三
号
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
中
「
第
三
十
三
条
の
六
」
を
「
第
四
十
五
条
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
八
条
第
二
項
」
に
、「
定
款
」
を
「
定
款
等
の
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
七
条
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
に
、「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
中
「
第
五
十
八
条
」
を
「
第
八
十
六
条
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
中
「
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
百
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
中
「
第
八
十
五
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
百
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
中
「
第
二
条
の
三
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、「
の
あ
つ
せ
ん
」
を
「
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
中
「
第
八
十
五
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
百
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
中
「
第
八
十
五
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
百
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
中
「
第
八
十
五
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条　

削
除

　

第
十
八
条
中
「
第
百
四
十
二
条
の
四
」
を
「
第
二
百
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
中
「
第
百
四
十
二
条
の
七
」
を
「
第
二
百
十
三
条
」
に
、「
取
消
」
を
「
取
消
し
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
第
一
号
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
よ
つ
て
」
を

「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
定
款
」
を

「
定
款
等
の
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
中
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
同

条
第
八
号
中
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
四
十
九
条
」
に
、「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号

と
し
、
同
条
第
九
号
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
に
、「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
十
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
中
「
第
五
十
五
条
」
を
「
第
七
十
九

条
」
に
、「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
す
る
。

　

第
二
十
一
条
を
削
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「農

業
災
害
補
償
法
第
24条

」
を
「農

業
保
険
法
第
30条

」
に
、「定

款

」
を
「定

款
等

」
に
、

「３　
役
員
の
選
挙
録
謄
本
及
び
発
起
人
の
資
格
調
書

　

４　
設
立
経
過
報
告
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「３　

設
立
経
過
報
告
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「農

業
災
害
補
償
法
第
33条
の
６

」
を
「農

業
保
険
法
第
45条

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「農

業
共
済
組
合
定
款

」
を
「農

業
共
済
組
合
定
款
等

」
に
、「の

定
款

」
を
「の

定
款
等
の

」
に
、

「開
催
し
た

」
を
「に

開
催
し
た

」
に
、「農

業
災
害
補
償
法
第
43条

第
２
項

」
を
「農

業
保
険
法
第
58条

第
２
項

」
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に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
の
二
を
削
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「開

催
し
た

」
を
「に

開
催
し
た

」
に
改
め
、「（総

代
会

）」
を
削
り
、「農

業
災
害
補
償
法
第
46条

第
２
項

」
を
「農

業
保
険
法
第
65条

第
２
項

」
に
、「貸

借
対
照
表
，
財
産
目
録

」
を
「財

産
目
録
，
貸
借
対
照
表

」

に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「開

催
し
た

」
を
「に

開
催
し
た

」
に
、「農

業
災
害
補
償
法
第
48条

第
２
項

」
を
「農

業
保
険
法

第
67条
第
２
項

」
に
、「よ

つ
て

」
を
「よ

っ
て

」
に
、「定

款
，
共
済
規
程

」
を
「定

款
等

」
に
、「第

49条
第
２
項

」

を
「第

68条
第
２
項

」
に
、「行

つ
た

」
を
「行

っ
た

」
に
、「共

済
若
し
く
は

」
を
「弁

済
若
し
く
は

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
号
中
「開

催
し
た

」
を
「に

開
催
し
た

」
に
、「農

業
災
害
補
償
法
第
48条

第
２
項

」
を
「農

業
保
険
法

第
67条

第
２
項

」
に
、「よ

つ
て

」
を
「よ

っ
て

」
に
、「定

款
，
共
済
規
程

」
を
「定

款
等

」
に
、「又
は
総
代
会

」

を
「（総

代
会

）」
に
、「第

49条
第
２
項

」
を
「第

68条
第
２
項

」
に
、「行

つ
た

」
を
「行

っ
た

」
に
、「共

済
若
し

く
は

」
を
「弁

済
若
し
く
は

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「農

業
災
害
補
償
法
第
58条

」
を
「農

業
保
険
法
第
86条

」
に
、「農

業
災
害
補
償
法
第
57条

」
を
「農

業
保
険
法
第
85条

」
に
、「総

会
議
事
録

」
を
「総

会
の
議
事
録
の

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「農

業
災
害
補
償
法
第
85条
の
２
第
１
項

」
を
「農

業
保
険
法
第
101条

第
１
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「農

業
災
害
補
償
法
第
85条
の
２
第
１
項

」
を
「農
業
保
険
法
第
101条

第
１
項

」
に
、

「第
85条
の
３
第
１
項

」
を
「第

102条
第
１
項

」
に
、 「５

　

農
業
委
員
会
の
意
見
書

 
６

　
　
　

農
業
共
済
組
合
の
申
出
書
の
写
し

　
　
　
　
　
　

 
７　

共
済
事
業
の
委
譲
に
関
す
る　　

農
業
共
済
組
合
と
の

協
議
書
の
写
し

」
を
「５　　

　

農
業
共
済
組
合
の
申
出
書
の
写
し

　
　
　
　
　
　

　
　
　

６

　

共
済
事
業
の
委
譲
に
関
す
る　　

農
業
共
済
組
合
と
の
協
議
書
の
写
し

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「農

業
災
害
補
償
法
施
行
令
第
２
条
の
３

」
を
「農

業
保
険
法
施
行
令
第
15条

」
に
、「あ

つ
せ
ん

」

を
「あ

っ
せ
ん

」
に
、「農

業
災
害
補
償
法
第
85条

の
２
第
１
項

」
を
「農

業
保
険
法
第
101条

第
１
項

」
に
、「資

料

を
添
え

」
を
「を

添
え

」
に
、「第

２
条
の
３

」
を
「第

15条

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
五
号
中
「農
業
災
害
補
償
法
第
85条
の
６
第
１
項

」
を
「農

業
保
険
法
第
107条

第
１
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
六
号
中
「開

催
し
た

」
を
「に

開
催
し
た

」
に
、「農

業
災
害
補
償
法
第
85条

の
９
第
１
項

」
を
「農

業

保
険
法
第
111条

第
１
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
七
号
中
「開

催
し
た

」
を
「に

開
催
し
た

」
に
、「農

業
災
害
補
償
法
第
85条

の
10第
１
項

」
を
「農

業

保
険
法
第
112条

第
１
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
八
号
及
び
様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
18号
及
び
様
式
第
19号

　

削
除

　

様
式
第
二
十
号
中
「農
業
災
害
補
償
法
第
142条

の
４

」
を
「農

業
保
険
法
第
209条

第
３
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
一
号
中
「開

催

（執
行
，
決
定

）し
た

」
を
「に

⎭

執
行

⎫し
た

」
に
、「議

決

（選
挙
，　　

の
理
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―　
　

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―　
　

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎫

決
定

⎭

又
は
監
事
当
選

）」
を 「⎭　

議
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
―　選

挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎫

　　
　
　

農
業
共
済
組
合
の
理
事
又
は
監
事
の
当
選

⎭
」
に
、「農

業
災
害
補
償
法
142条

の
７

」

を
「農

業
保
険
法
第
213条

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
23号

　

削
除

　

様
式
第
二
十
九
号
中
「農

業
災
害
補
償
法
第
36条

」
を
「農

業
保
険
法
第
49条

」
に
、「（総

代

）よ
り

」
を
「（総

代

）

か
ら

」
に
、「総

会

（総
代
会

）開
催
の
請
求
が
あ
り

」
を
「に

総
会

（総
代
会

）開
催
の
請
求
が
あ
っ
た
の
で
，

」
に
、

「総
会

（総
代
会

）開
催
予
定
で
あ
り
ま
す

」
を
「に

総
会

（総
代
会

）を
開
催
す
る
予
定
で
す

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
号
中
「農

業
災
害
補
償
法
第
41条
第
１
項

」
を
「農

業
保
険
法
第
54条
第
１
項

」
に
、「組

合
員
よ
り

」

を
「組

合
員
か
ら

」
に
、「役

員
改
選
請
求
が
あ
つ
た

」
を
「に

役
員
改
選
請
求
が
あ
っ
た

」
に
、「総

会

（総
代
会

）

を
開
催
予
定
に
つ
き
下
記
書
類
を
添
え
報
告
し
ま
す

」
を
「付

け
で
総
会

（総
代
会

）を
開
催
す
る
予
定
で
す

」
に
改

め
る
。

　

様
式
第
三
十
二
号
中
「農

業
災
害
補
償
法
第
55条

」
を
「農

業
保
険
法
第
79条

」
に
改
め
、「総

会

」
の
下
に
「（総

代
会

）」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

平
成
三
十
年
以
前
の
年
産
の
農
作
物
に
係
る
農
作
物
共
済
の
共
済
関
係
を
適
用
さ
せ
な
い
こ
と
の
認
定
申
請
に
係

る
改
正
前
の
農
業
災
害
補
償
法
施
行
細
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。）
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３ 　

平
成
三
十
年
以
前
の
年
産
の
農
作
物
に
係
る
農
作
物
共
済
の
共
済
関
係
に
関
す
る
共
済
掛
金
等
の
滞
納
処
分
の
認

可
申
請
に
係
る
旧
規
則
第
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
九
号

　
　
　

沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
号

　
　
　

農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
百
四
十
二
条
の
二
か
ら
第
百
四
十
二
条

の
四
」
を
「
農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
百
九
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
」
に
、「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、「
市
町
村
」
と
い
う
。）」
の
下
に
「
若
し
く
は
受
託
者
（
法
第
百
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
業
共
済
組
合
又
は
市
町
村
か
ら
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
を
い
う
。）」
を
加
え
、「
行

う
検
査
（
」
の
下
に
「
第
四
条
を
除
き
、」
を
加
え
る
。

　

第
二
条
中
「
農
業
災
害
補
償
制
度
」
を
「
農
業
保
険
の
制
度
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
一
号
中
「
共
済
規
程
、
共
済
条
例
」
を
「
事
業
規
程
、
共
済
事
業
の
実
施
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
、
同

条
第
二
号
中
「
農
業
災
害
補
償
制
度
」
を
「
農
業
保
険
の
制
度
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
農
業
災
害
補
償
法
第
百
四
十
二
条
の
二
及
び
第
百
四
十
二
条
の
三
」
を
「
法
第
二
百
九
条
第
一
項
及
び

第
二
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
中
「
農
業
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
農
林
省
令
第
九
十
五
号
）
第
四
十
六
条
」
を

「
法
第
二
百
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
身
分
を
示
す
証
明
書
及
び
検
査
命
令
書
を
提
示
し
、
検
査
を

行
う
旨
を
告
げ
る
も
の
と
す
る
」
を
「
検
査
命
令
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
第
三
項
中
「
共
済
事
業
」
の
下
に
「
又
は
保
険
事
業
」
を
加
え
、「
農
業
災
害
補
償
法
第
百
四
十
二
条
の
五
」

を
「
法
第
二
百
十
条
」
に
改
め
、「
必
要
な
」
を
削
り
、「
同
法
第
百
四
十
二
条
の
五
の
二
」
を
「
法
第
二
百
十
一
条
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
農
業
災
害
補
償
法
第
百
四
十
二
条
の
四
」
を
「
法
第
二
百
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「農

業
災
害
補
償
法
第
142条

の
２
か
ら
第
142条

の
４

」
を
「農

業
保
険
法
第
209条

第
１
項
か
ら

第
３
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中

「

検　
査　
命　
令　
書

 
職
名　　
　
　

氏
名　　
　
　

 
〇
〇
〇
〇　　

〇
〇
〇
〇
〇　　

 
〇
〇
〇
〇　　

〇
〇
〇
〇
〇　　

 
〇
〇
〇
〇　　

〇
〇
〇
〇
〇　　

　
農
業
災
害
補
償
法
第
142条

の
〇
の
規
定
に
よ
り
，
〇
〇
〇
農
業
共
済
組
合

（市

町
村

）の
検
査
に
従
事
す
る
こ
と
を
命
ず
る

。

」
を

「

検　
査　
命　
令　
書

 
職
名　　
　
　

氏
名　　
　
　

　
農
業
保
険
法
第
209条

第　
項
の
規
定
に
よ
り
，

農
業
共
済
組
合

（市

町
村

）の
検
査
に
従
事
す
る
こ
と
を
命
ず
る

。

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則　
　
　

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。　　
　
　
　

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
改
正
後
の
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
身
分
を

示
す
証
明
書
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

宮
城
県
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
一
号

　
　
　

宮
城
県
農
業
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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宮
城
県
農
業
大
学
校
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
高
等
学
校
」
の
下
に
「（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を

含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第

五
号
中
「
上
半
身
」
の
下
に
「
、
無
帽
及
び
無
背
景
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第

四
号
と
す
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「（
様
式
第
四
号
）」
を
「（
様
式
第
二
号
）」
に
改
め
る
。　

　

第
十
条
中
「（
様
式
第
五
号
）」
を
「（
様
式
第
三
号
）」
に
改
め
る
。　

　

第
十
二
条
第
一
項
中
「（
様
式
第
六
号
）」
を
「（
様
式
第
四
号
）」
に
改
め
る
。　

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「（
様
式
第
七
号
）」
を
「（
様
式
第
五
号
）」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「（
様
式
第
八
号
）」
を

「（
様
式
第
六
号
）」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「（
様
式
第
九
号
）」
を
「（
様
式
第
七
号
）」
に
改
め
る
。　

　

第
十
四
条
中
「（
様
式
第
十
号
）」
を
「（
様
式
第
八
号
）」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
1
号
（
第
６
条
関
係
）

宮
城
県
収
入
証
紙
貼
付
欄

（
2,200円

分
の
宮
城
県
収
入
証
紙
を
貼
り
，
消
印
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。）

受
験
番
号

（
出
願
者
は
未
記
入
）

　
　
　
年
度

　
　
宮
城
県
農
業
大
学
校
入
校
願
書

　
　
宮
城
県
農
業
大
学
校
長
　
殿

　
 　
私
は
，
宮
城
県
農
業
大
学
校
に
入
校
し
た
い
の
で
，
関
係
書
類
を
添
え
て
出
願
し
ま
す
。

　
入
校
試
験
区
分
選
択
（
〇
印
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。）

推
薦
入
試

一
般
入
試
（
前
期
）

一
般
入
試
（
後
期
）

　
志
望
学
部
（
第
二
志
望
欄
は
第
二
志
望
が
あ
る
場
合
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。）

第
一
志
望

学
部
第
二
志
望

学
部

　
出
願
者
（
確
実
に
連
絡
の
と
れ
る
住
所
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。）

フ
リ
ガ
ナ

生
年
月
日

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

氏
　
　
名

住
　
　
所

（
〒
　
　
 －
　
　
　
　
）

（
電
話
　
　
　
－
　
　
　
－

住
所
以
外
に

連
絡
先
が

あ
る
場
合
の

連
絡
先

（
〒
　
　
 －
　
　
　
　
）

（
電
話
　
　
　
－
　
　
　
－

連
絡
先
の
名
称
又
は
氏
名
（
 

）
　

出
願
者
が
未

成
年
の
場
合

保
護
者

氏
　
名

続
柄

　
出
身
学
校

所
在
地

設
置
者

学
校
名

学
科

課
程

卒
業
（
見
込
み
）
年
月

 
都
道

 
府
県

国
立
公
立
私
立

 
高
等
学
校

 
中
等
教
育
学
校
 

科

全
日
制

定
時
制

通
信
制

 
卒
業
・
卒
業
見
込

　
　
 　
年
　
月

 
修
了
・
修
了
見
込

　
高
等
学
校
・
中
等
教
育
学
校
卒
業
者
以
外
の
場
合
（
該
当
す
る
も
の
に
レ
印
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。）

□
 高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
又
は
大
学
入
学
資
格
検
定
合
格
者
 
（
　
　
　
年
　
　
月
 合
格
）
　
　
　
　
　

□
 高
等
専
門
学
校
第
３
学
年
修
了
（
見
込
み
） 

（
　
　
　
年
　
　
月
 修
了
・
修
了
見
込
）

□
 そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

写
　
　
真

⎧
 縦
４
㎝
×
横
３
㎝
 ⎫

｜
　
　
　
　
 　
　
　
　
｜

｜
正
面
・
上
半
身
・
無
帽
・｜

｜
　
　
　
　
 　
　
　
　
｜

｜
無
背
景
・
３
か
月
以
内
｜

｜
　
　
　
　
 　
　
　
　
｜

⎩
に
撮
影
し
た
も
の
　
⎭
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様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
を
削
り
、
様
式
第
四
号
を
様
式
第
二
号
と
し
、
様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で

を
二
様
式
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
六
号

　

卸
売
市
場
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

卸
売
市
場
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

卸
売
市
場
検
査
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
中
「
農
林
水
産
部
農
産
園
芸
環
境
課
」
を
「
農
林
水
産
部
園
芸
振
興
室
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
農
家
・
非
農
家
の
別
，
入
校
志
望
理
由

農
家
・
非
農
家
の
ど
ち
ら
か
を

○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

１
　
　
農
　
家

２
　
　
非
農
家

〔
入
校
志
望
理
由
〕
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